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１ 目的 

  この基準は、川口市宅地開発等に関する協議基準要綱（以下「要綱」という。）等に基づき設 

置する消防施設等の基準について定めるものとする。 

２ 協議対象 

  協議対象は、要綱に定める開発行為事前審査申請・中高層建築物の建築事業及び土地区画整理 

法第７６条許可申請・道路位置指定申請に定める建築行為等とする。 

３ 協議事項 

  ２の協議対象に定める申請者は、次に掲げる事項について川口市消防長と協議をすること。 

 開発行為事前審査申請・土地区画整理法第７６条許可申請・道路位置指定申請 

  ア 水利施設について（警防課） 

  イ 公道(消防車両の進入)について（警防課） 

  ウ その他協議が必要と認める事項（警防課・予防課） 

  中高層建築物の建築事業 

 ア 水利施設について（警防課） 

  イ 避難対策について（予防課) 

  ウ 防災施設について（警防課） 

(ｱ） はしご車の操作場所について 

(ｲ） 緊急離着陸場等について 

(ｳ） 非常用エレベーターについて  

   (ｴ) 防災センターについて 

(ｵ） ホース通過孔について 

エ その他協議が必要と認める事項 

４ 協議の締結 

  ３の協議事項に定める内容は、次に掲げる協議書等により協議を締結するものとする。 

 開発行為事前審査申請 

   開発審査課へ提出した開発行為事前審査申請書の写し・・・１部 

ア 都市計画法に基づく消防水利の管理に関する協議書（様式第１号）・・・２部 

（※消防水利を設置する場合に限る。） 

（ｱ） 案内図 

（ｲ） 建築物の配置図、平面図及び立面図 

（ｳ） 防火水槽位置、構造図 

ａ 摩擦損失水頭算定書（様式第２号） （※導水装置を設置する場合に限る。） 

 ｂ 二次製品防火水槽型式認定の写し   （※川口市に移管する場合に限る。） 



（ｴ） 消防水利指定承諾書（様式第３号）・・・３部 （※申請者が管理する場合に限る。） 

（ｵ） 水道配管図及び消火栓位置図 （※消火栓を設置する場合に限る。） 

イ 完成検査申請書（様式第７号）・・・２部 （※消防水利を設置する場合に限る。） 

 土地区画整理法第７６条許可申請 

 各土地区画整理事務所へ提出する許可申請書の写し・・・１部 

ア 都市計画法に基づく消防水利の管理に関する協議書（様式第１号）・・・２部 

（※消防水利を設置する場合に限る。） 

（ｱ） 案内図 

（ｲ） 建築物の配置図、平面図及び立面図 

（ｳ） 防火水槽位置、構造図 

二次製品防火水槽型式認定の写し   （※川口市に移管する場合に限る。） 

（ｴ） 消防水利指定承諾書（様式第３号）・・・３部 （※申請者が管理する場合に限る。） 

（ｵ） 水道配管図及び消火栓位置図 （※消火栓を設置する場合に限る。） 

イ 完成検査申請書（様式第７号）・・・２部 （※消防水利を設置する場合に限る。） 

 道路位置指定申請 

   建築安全課へ提出した道路位置指定事前協議申請書の写し・・・１部 

ア 都市計画法に基づく消防水利の管理に関する協議書（様式第１号）・・・２部 

（※消防水利を設置する場合に限る。） 

（ｱ） 案内図 

（ｲ） 建築物の配置図、平面図及び立面図 

（ｳ） 防火水槽位置、構造図 

   二次製品防火水槽型式認定の写し   （※川口市に移管する場合に限る。） 

（ｴ） 消防水利指定承諾書（様式第３号）・・・３部 （※申請者が管理する場合に限る。） 

（ｵ） 水道配管図及び消火栓位置図 （※消火栓を設置する場合に限る。） 

イ 完成検査申請書（様式第７号）・・・２部 （※消防水利を設置する場合に限る。） 

 中高層建築物の建築事業 

  ア 中高層建築物に関する消防施設等協議書（様式第４号）・・・２部 

  （ｱ） 案内図 

  （ｲ） 建築物の配置図、平面図及び立面図 

  （ｳ） 消防活動用空地設置届出書（様式第５号）・・・２部 

（※敷地内にはしご車の操作場所を設置する場合に限る｡） 

イ 緊急離着陸場等設置届（様式第６号）・・・２部 

（※緊急離着陸場を設置する場合に限る。） 

  （ｱ） 案内図 

  （ｲ） 建築物の配置図 

  （ｳ） 緊急離着陸場等位置、構造図 

  （ｴ） 制限表面及び障害物 

  （ｵ） 照明、脱落防止、出入口、連絡方法等 

ウ 都市計画法に基づく消防水利の管理に関する協議書（様式第１号）・・・２部 

（※消防水利を設置する場合に限る。） 



（ｱ） 案内図 

（ｲ） 建築物の配置図、平面図及び立面図 

（ｳ） 防火水槽位置、構造図 

ａ 摩擦損失水頭算定書（様式第２号） （※導水装置を設置する場合に限る。） 

 ｂ 二次製品防火水槽型式認定の写し   （※川口市に移管する場合に限る。） 

（ｴ） 消防水利指定承諾書（様式第３号）・・・３部 （※申請者が管理する場合に限る。） 

（ｵ） 水道配管図及び消火栓位置図 （※消火栓を設置する場合に限る。） 

エ 完成検査申請書（様式第７号）・・・２部 

 （※消防水利を設置する場合または、本市が必要と判断した場合に限る。） 

５ 設置基準 

 水利施設 

要綱で定める水利施設は、消防法（昭和２３年法律第１８６号）第２０条第１項の規定に基 

づく消防水利の基準（昭和３９年消防庁告示第７号）に適合するよう設計するものとする。 

ア 開発区域の全域が市の管理する消防水利の有効範囲で包含することができない場合は、当 

該未包含部分を包含するために必要な消防水利を設置しなければならない。 

なお、消防水利の有効範囲は、次の表によるものとし、幹線道路、鉄道及び河川等で分断 

されている場合又は高速道路等の道路でホース延長が困難な場合は、有効範囲に含まないも 

のとする。 

用途地域（※） 
近隣商業地域・商業地域・ 

工業地域・工業専用地域 

その他の用途区域及び用途 

地域の定めていない地域 

距離 １００（ｍ） １２０（ｍ） 

※用途区域とは、都市計画法(昭和４３年法律第１００号）第８条第 1 項第 1 号に規定する

用途地域をいう。 

イ 設置から５０年以上又は容量が４０ 未満の防火水槽は、開発審査上、消防水利に含まな 

いものとする。 

ウ 消防法施行令（昭和３６年政令第３７号）第２７条第 1 項第 1 号に規定する消防用水を 

設置する場合、当該開発行為等の防火水槽として兼用できるものとする。 

 なお、細部について予防課と協議すること。 

 消火栓の設置基準 

 ア 消火栓は、取水可能水量が毎分１ 以上かつ連続４０分以上の給水能力を有するものでな 

ければならない。 

 イ 消火栓は、直径１５０ｍｍ以上の配水管上に設置すること。ただし、開発区域周辺の既存 

配水管の直径が１５０ｍｍ未満の場合は、この限りではない。 

  ウ 消火栓は、消防ポンプ自動車が容易に接近し、取水できる位置に設けること。 

  エ 消火栓の構造は、川口市上下水道局の指定する仕様とすること。 

 防火水槽の設置基準 

ア 防火水槽は、常時貯水量が４０ 以上かつ連続４０分以上の給水能力を有するものでなけ 

ればならない。 

イ 防火水槽を設置する場合の容量は、次の表のとおりとする。 



開発区域の面積 防火水槽の容量 

５,０００㎡未満 ４０ 以上 

５,０００㎡以上 

（２,０００㎡ごとに） 
４０ 以上に、順次２０ を加算する 

ウ 防火水槽は、一般財団法人日本消防設備安全センターの型式認定を受けた二次製品防火水

槽又は川口市消防長の承認を受けたものとする。 

エ 防火水槽の位置及び構造等の詳細については、別図第１から別図第４により設置すること。

オ 消防水利位置は、消防ポンプ自動車（以下「ポンプ車」という。）が用意に接近し取水で 

   きる位置とし、ポンプ車からの水平距離と水槽底に達する垂直距離の和が７ｍ以下になるこ 

ととし、その間には障害物はないこととする。ただし、やむを得ず導水管及び採水口（以下 

「導水装置」という。）を設置する場合は、ポンプ車から導水装置までの水平距離を５ｍ以 

内とすること。 

カ 地盤面からの落差等の関係上、毎分1 以上の取水が不可能な場合は、加圧送水装置を付 

加するものとする。 

 消防水利標識等 

消防水利標識及び路面標示は、川口市に帰属する消防水利又は指定消防水利の場合に限り、 

別図第５によりそれぞれ設置し、明示すること。  

 はしご車の操作場所 

   中高層建築物の建築事業主は、はしご車の操作場所を要綱の定めによるほか、次により確保 

するものとする。ただし、避難上有効なベランダ、バルコニー等又は消防活動上有効な開口部 

（以下「開口部」という。）に接続している消防隊員の進入動線が２方向以上確保されている 

場合に限り、はしご車の操作場所は必要としない。 

ア 敷地内 

  はしご車の操作場所（以下「操作場所」という。）を敷地内に設置する場合は、次に掲げ 

る要件を全て満たすように設置すること。 

（ｱ） 操作場所から開口部までの水平距離を１０ｍ以下とすること。 

(ｲ） 操作場所の広さは、幅６ｍ、長さ１２ｍ以上の広さを確保すること。 

（ｳ） 操作場所への進入路（以下「進入路」という。）は、幅員５ｍ以上、路面からの高さ  

４ｍ以上の空間を保ち、有効な隅切りを設けること。（別図第６） 

（ｴ） 進入路の構造は、車重２０ｔのはしご車が走行するのに十分な強度を有すること。 

   （ｵ） 進入路の縦横勾配は、１２％以下とすること。 

    (ｶ） 操作場所の縦横勾配は、５％以下とすること。 

   (ｷ)  操作場所の構造は、原則として進入路の構造に準じ、かつ、はしご車の車両支持装置に 

よる設置圧（０．９MPa）に耐える構造とすること。 

   (ｸ） はしご車が容易に通り抜け又は回転できること。 

   (ｹ） 操作場所には、当該建築物の住民等に災害時にはしご車の活動する場所であることを認 

識させるために、６０cm×９０ｃｍ以上で操作場所を示す標識（別図第７参照）を設置



するとともに、別図第８-１、別図第８-２又は別図第８-３のとおり明示すること。 

なお、必要により進入路入口付近に３０ｃｍ×６０ｃｍ以上で枠を青、地を白、文字

を赤とした「はしご車進入路」の標識を設置すること。 

イ 公道 

アの敷地内に操作場所が確保できない場合は、次に掲げる条件を全て満たしている場合に 

限り、操作場所を公道とすることができる。 

（ｱ） 当該中高層建築物の開口部のある面が、有効幅員６ｍ以上の公道に面して計画されて

いること。 

（ｲ） 道路境界線から開口部までの水平距離が１０ｍ以下で計画されていること。 

（ｳ） はしご車が有効に操作可能であると認められること。 

  ウ 補完措置 

アの敷地内又はイの公道に操作場所が確保できない場合は、次の（ｱ）から（ｳ）のいずれ 

かによる補完措置を行うこと。 

（ｱ） 上下操作式避難はしご（以下「警防ハッチ」という。）を設置する。 

なお、警防ハッチを設置する場合は、次に掲げる要件を全て満たすように設置すること。 

  ａ 警防ハッチは、消防法施行令（昭和３６年政令第３７号）で定める技術上の基準に   

従い、細部について予防課と協議すること。 

  ｂ 警防ハッチの開口寸法は、７００ｍｍ枠以上とすること。 

  ｃ 安全装置（チャイルドロック等）を取り付けること。 

  ｄ 設置階は、３階以上の全ての階層に設置すること。 

ｅ 設置個数は連続するバルコニーごとに１個以上とすること。 

  ｆ 消防隊員が、警防ハッチを使用するため、３連はしごを架ていして上層階等へ進入す

るための通路（有効幅員１ｍ以上）及び活動スペース（長さ２ｍ以上、幅２ｍ以上）を

確保すること。 

ｇ 設置した警防ハッチは、所有者等が常に使用可能な状態に維持管理すること。 

（ｲ） 耐蝕性及び耐久性を有した固定はしごを設置する。 

 （ｳ） 開口部に対し、前（ｱ）及び（ｲ）に準じる有効な進入手段の措置をとる。 

 エ その他 

   ウの補完措置が確保できない場合は、別途、警防課と協議するものとする。 

 緊急離着陸場等 

  へリコプターの屋上緊急離着陸場及び緊急救助スペースは「高層建築物等におけるヘリコ

プターの屋上緊急離着陸場等の設置推進について（平成２年２月６日付け消防消第２０号消

防庁消防課長等通知）」に基づき、「ヘリコプターの屋上緊急離着陸場等の設置に関する指

針・同解説」（一般財団法人日本建築センター発行）及び「埼玉県高層建築物防火安全指導

指針」(埼玉県 埼玉県消防長会)に準拠するものとし、次によること。 

ア 設置対象物及び設置区分 

(ｱ) 高さ３１ｍ以上の高層建築物 

  ａ 緊急離着陸場「Ｈ」 



  ｂ 緊急救助スペース「Ｒ」 

(ｲ) 三次救急機関 

  ａ 緊急離着陸場「Ｈ」 

イ 進入表面及び移転表面 

(ｱ) 進入区域の長さは５００ｍ、幅は離着陸地点から５００ｍ離れた地点で２００ｍ確保

できること。 

   (ｲ) 進入表面が直線の２方向に設置できること。ただし、進入表面が直線の２方向に設置で 

    きない場合は、９０度以上の間隔を設けて進入表面が設置できること。 

   (ｳ) 進入表面の勾配は、緊急離着陸場を設置する場合は５分の１以下に、緊急救助用スペー 

    スを設置する場合は、３分の１以下とし、当該表面上に物件等が突出していないこと。 

   (ｴ) 転移表面の勾配は、１分の１以下とし、当該表面上に物件等が突出していないこと。 

   (ｵ) 救助用スペースの設置について、(ｴ)の勾配が確保できない場合は、進入表面及び移転

表面を最高５メートルまで垂直方向に移動できるものとする。 

ウ 屋上の出入口の構造 

(ｱ) 屋上の出入口と緊急離着陸場等は、消防隊の進入、消防用機材の搬出入、傷病者の救

助・収容等に支障のない通路で連絡すること。 

(ｲ) 屋上の出入口は、避難階段及び非常用エレベーターと通じていること。 

(ｳ) 屋上の出入口の扉は、内部及び外部から非常解錠できる構造とすること。 

(ｴ) 階段室の屋上部分には、附室、前室等の緩衝空間を設置すること。 

エ 排煙排出口の位置 

機械排煙設備の排出口は、排出された煙が消防活動及び避難に支障にならないように配

慮するものとする。 

  オ 緊急離着陸場の基準（別図第８） 

(ｱ) 着陸帯 

a 着陸帯の長さ及び幅は、原則としてそれぞれ２３ｍ以上とすること。ただし、屋上の 

形状等により広さの確保が困難で、かつ、付近に有効な待機場所が確保できる場合は、 

長さ及び幅をそれぞれ２０ｍ以上とすることができるものとする。 

ｂ 着陸帯には、黄色の夜光塗料又はビーズ入りのトラフィックペイントで着陸帯の境

界線、「Ｈ」の接地帯標識を、川口市消防長が指定する認識番号を表示すること。こ

の場合において、進入方向及び離脱方向が直線上に設定できない場合は、その方向を

表示すること。 

ｃ 着陸帯の床面強度は、着陸する機体の全備重量の２．５倍を２点（２車輪あるいは 

２スキッド）で支持できるようにすること。 

ｄ 床面の構造は、通常の床式又はプラットホーム式（屋上床の上部に離着陸するため

の床を設け、屋上と床の間に空気の流通する空間を設けたもの）とし、冬期間の降雪

も考慮して床面は滑りにくい材料で仕上げること。 

ｅ 床面の最大縦横勾配は、２％以下とすること。 

(ｲ) 夜間照明設備 



ａ 着陸帯の付近に、進入表面及び転移表面に突出しない範囲で飛行場灯台を設置する 

こと。この場合において、飛行場灯台の形式は、白色の回転型又は閃光型とすること。 

ｂ 境界灯は、着陸帯の境界線上に黄色の不動光で等間隔に８灯以上設置すること。た 

だし、境界灯を設置し難い場合は、着陸区域照明灯を４灯設置すること。 

ｃ 境界誘導灯は、周囲の状況から進入方向の確認が困難な場合、進入方向が交差する 

場合又は進入方向が一方向のみの場合に、緑色の不動光で進入離脱経路に８灯以上設

置すること。 

ｅ 着陸帯から１０ｍ以内の区域で、勾配２分の１の表面から突出した避雷針等の夜間 

視認が困難な物件は、低光度航空障害灯を設置すること。ただし、低光度航空障害灯

を設置し難い場合は、夜光塗料を塗色すること。 

ｆ 風向指示機の指示する方向が、明瞭に視認できるような風向灯を設置すること。 

ｇ 点灯方式は、防災センターからの遠隔操作により、必要時に点灯できるものである 

こと。 

ｈ 非常電源装置として、連続４時間以上の電源供給が可能な自家発電設備又はポータ 

ブル式発電機を設置すること。 

(ｳ) 脱落転落防止施設 

緊急用ヘリコプターの脱落並びに消防隊員及び要救助者の転落を防止するため、幅を

１．５ｍ以上とし、次により脱落転落防止施設を設置すること。 

ａ 構造は、手すり壁、柵又は金網とすること。 

ｂ 屋上に設置された緊急離着陸場については、それらの施設が進入表面又は転移表面 

に突出し、障害とならないよう計画すること。 

(ｴ) 燃料流出防止施設 

緊急用ヘリコプターの搭載燃料が流出した場合、雨水排出口に流れ込まないよう、次

により燃料流出防止施設を設置すること。 

ａ 貯留設備、側溝等を利用する方法とし、いずれの場合も１,０００ 以上の容量を確 

保できること。 

ｂ 貯留設備、側溝等が２箇所以上ある場合の貯油量計算は、その合計容量とすること。 

(ｵ) 待避場所 

屋上に緊急用ヘリコプターが接近した場合、要救助者が待避する待避場所を次により

設置すること。 

ａ 待避場所は、緊急離着陸場の直近に設けること。ただし、緊急離着陸場をプラット 

ホーム式とした場合は、屋上部分とすることができる。 

ｂ 待避場所から緊急離着陸場に至る部分に段差がある場合は、容易に接近できるよう 

スロープを設けること。 

ｃ 待避場所には、待避標識を表示すること。 

(ｶ) 消防用設備等 

緊急離着陸場を設置する屋上には、消火器、連結送水管及び放水用器具を次により設

置すること。 



ａ 消火器は、一般火災に対して２以上かつ油火災に対して３以上の能力単位を有する強 

化液消火器を設置すること。 

ｂ 連結送水管は、消防法施行令（昭和３６年政令第３７号）第２９条第２項の規定の例 

により設置すること。 

ｃ 放水用器具は、幅６５ｍｍ、長さ２０ｍの消防用ホースを４本及び口径２３ｍｍの噴 

霧切替ノズル２本を備えた格納箱を設置すること。 

(ｷ) 連絡装置 

緊急離着陸場を設置する建築物において、非常用エレベーターの屋上の乗降用ロビー 

及び階段室の屋上に通ずる部分には、防災センターと連絡できる非常電話等の連絡装置

を設置すること。 

カ 緊急救助用スペースの設置基準（別図第８） 

(ｱ) 大きさ、構造等 

ａ 緊急救助用スペースの長さ及び幅は、原則としてそれぞれ１０ｍ以上とすること。 

ｂ 緊急救助用スペースには、黄色の夜光塗料又はビーズ入りのトラフィックペイントで 

緊急救助用スペースの境界線、「Ｒ」の標識を川口市消防長が指定する認識番号を表

示すること。この場合において、進入方向及び離脱方向が直線上に設定できない場合

は、その方向を表示すること。 

ｃ 床面の強度は、通常床強度とすること。 

ｄ 床面の構造は、通常床式とし、床面は滑りにくい材料で仕上げること。 

ｅ 床面の最大縦横勾配は、消防活動に支障とならない程度のものとすること。 

ｆ 夜間照明設備、脱落転落防止施設、退避場所、消防用設備等及び連絡装置は、それ 

ぞれ前項により設置すること。 

 非常用エレベーター 

   建築基準法の規定に基づき設置する非常用エレベーターは、埼玉県高層建築物防火安全指導 

指針によるほか次によること。 

ア 設置位置は、消防隊が外部から進入する出入口、中央管理室又は防災センターに近い位置 

で、かつ、安全に通じている位置とすること。 

  イ エレベーターのかごの奥行き等を内のり寸法で２ｍ以上とし、救急用ストレッチャーが収 

容可能な大きさを確保すること。 

  ウ 原則として、１基以上を屋上着床可能な構造とすること。 

  エ 乗降ロビーは、消防活動の足場として有効な位置と広さであり、かつ、消防用設備を設

けること。 

  オ 非常用エレベーターには、次により必要な表示を行う。 

  （ｱ） 非常用エレベーターの乗降ロビーの出入口には、ノブ上部に非常用エレベーターであ

る旨の表示 

 （ｲ） 非常用エレベーターの乗降ロビー又は乗降ロビーに設置する消防用設備の付近に当該階

平面図の表示 

 （ｳ） 非常用エレベーターの内部には、見やすい位置に各階層案内図の表示 



 防災センター 

  建築基準法施行令の規定に基づき設置する防災センターは、埼玉県高層建築物防火安全指導 

指針によるほか、次によること。 

ア 防災センターは、耐火構造の床若しくは壁又は防火戸で区画すること。 

イ 消防隊の進入口から容易に到達できる位置であること。 

ウ 非常用エレベーター及び特別避難階段に安全かつ容易に連絡できる位置であること。 

エ 防災設備機器等の監視、制御、操作及び保守が容易にできる大きさとするほか、消防 

活動の拠点として運用するため、床面積をおおむね４０～５０㎡以上とすること。 

オ 隣接して、防災センターの要員が仮眠、休息等をする部分を設ける場合は、当該部分の

間に通信手段を設けること。 

カ 換気設備及び冷暖房設備は、専用とすること。 

キ 建築物の電話交換器を経ることなく、消防機関と通話可能な加入電話を防災センター内  

に設けること。 

 ホース通過孔（別図第１０） 

    高層建築物に設置するホース通過孔は、埼玉県高層建築物防火安全指導指針によるほか、次 

によること。   

ア 有効な消防活動のため、次に掲げる防火戸には、消防用のホース通過孔を設けるものとす 

る。 

  （ｱ） 非常用エレベーターの防火区画のために設ける防火戸 

 （ｲ） 建築基準法施行令第１２３条の避難階段及び特別避難階段の防火区画のための防火戸 

イ ホース通過孔の構造等は、別図９によるほか、次による。 

   （ｱ） 位置は、ちょう番の反対側下部とすること。 

  （ｲ） 手動で開閉できるものとし、常時閉鎖状態で保持でき、かつ、建築基準法施行令第１   

０９条の２、同施行令第１１２条の規定及び平成１２年建設省告示第１３６９号の構造で

あること。 

  （ｳ） 蛍光性の塗色又は消防章の貼付等により容易に位置を確認できるものとすること。 

６ 申請 

  申請者は、協議又は同意に際し、標準処理期間を考慮して申請書類等を提出するものとする。 

  なお、標準処理期間は、申請書を受けた日の翌日から起算して許認可等の連絡をする日までの 

日数とする。ただし、特別な理由により標準処理期間を著しく超えることが予想される場合は、

必要に応じてその理由等を申請者へ連絡するものとする。 

申請に係る標準処理基準は、次の表のとおりとする。 

事務の名称 標準処理期間 

開発行為事前審査申請書 １０日 

土地区画整理法第７６条許可申請 １０日 

道路位置指定申請 １０日 



中高層建築物の建築事業 １０日 

その他の回答等 ３０日 

７ 検査 

 完成検査 

   この基準により協議締結した事項については、必要に応じてその完成を確認するために完成 

検査を行うものとする。 

 臨時検査 

   ２の協議対象に定める申請者の求めに応じて臨時に検査し、必要な指導、助言を行うものと 

する。 

附 則 

  （適用期日） 

 １ この基準は、平成２８年４月１日から適用する。 

  （川口市宅地開発等に関する協議基準要綱に基づく消防施設等の協議基準の廃止） 

 ２ 川口市宅地開発等に関する協議基準要綱に基づく消防施設等の協議基準（平成２４年３月２ 

８日通達第６号）は、廃止する。 

附 則 

  この要領は、令和２年４月１日から実施する。 

   附 則 

  この要領は、令和３年４月１日から実施する。 



様式第１号

都市計画法に基づく消防水利の管理に関する協議書 

   年   月   日 

                 川口市消防局 川口市芝下２丁目１番１号 

                        川口市消防長         

                 事業主    住所             

                        氏名             

                        電話             

 このことについて、都市計画法及び川口市宅地開発等に関する協議基準要綱に基づき、 

次の内容を川口市消防局と事業主の間で協議の結果、両者合意したので協議を締結する。 

１ 建築物概要 

場  所 川口市 

名  称

目  的

規  模 面積         ㎡ 造成区画数         区画 

設 計 者 住所           氏名        電話 

施 工 者 住所           氏名        電話 

２ 協議内容 

協議事項 

設

置

ア 消火栓   基を設置する 

イ 防火水槽        基を設置する 

管

理

ア 申請者が管理する 

イ 川口市に移管する 

同意事項 
対象消防水利

同意内容条件



様式第２号 

摩擦損失水頭算定書 

１ 換算管長を求める。 

  (90°ｴﾙﾎﾞ使用個数)  （Ａ表の数値） （45°ｴﾙﾎﾞ使用個数） （Ａ表の数値） 

            ×        ＋                    ×        

  （逆止弁の使用個数）  （Ａ表の数値）  （仕切弁の使用個数） （Ａ表の数値） 

 ＋          ×       ＋          ×        

    （換算管長） 

 ＝             

２ 管長を求める。 

   （実際の管長）    （前１の換算管長）    （管  長） 

            ＋           ＝            

３ 摩擦損失水頭を求める。 

   （前２の管長）     （Ｂ表の数値）     （摩擦損失水頭） 

            ×           ＝            

４ 損失水頭求める。 

 （前３の摩擦損失水頭）  （採水口からの落差）    （損失水頭） 

            ＋           ＝            

      （損失水頭） 

よって、          ＜ ６．６０ｍならば吸水可能である。 

（注） 上式を満足しない場合は、口径を換えて計算しなおす。 

〔Ａ表〕                      〔Ｂ表〕 

口径Ａ 90°ｴﾙﾎﾞ 45°ｴﾙﾎﾞ 逆 止 弁 仕 切 弁

１００  ３．２  １．５ ８．７ ０．７

１２５  ３．９  １．８ １０．９ ０．８

口径Ａ  定 数 

１００ ０．０４４６

１２５ ０．０１５５

ｍ

     ｍ      ｍ ｍ

     ｍ      ｍ ｍ

     ｍ      ｍ ｍ

ｍ



様式第３号 

消防水利指定承諾書 

   年   月   日 

 （あて先）川口市消防長 

                  関係者   住 所             

                        氏 名            

                        電 話 

 消防法第２１条に基づき、次の施設を消防水利として、指定することを承諾します。 

１ 建築物概要  

２ 水利の概要 

水利の種別 ア 消火栓  イ 防火水槽  ウ プール  エ 池  オ その他の消防水利

型 式  

口 数  

管口径  

吸水方法  

水深・水量  

構 造  

※ 関係者の注意事項 

 （１）本書は３通作成し、各１通保管すること。 

 （２）添付図面は、案内図、配置図、防火水槽構造図（配筋図含む） 

（３）消防水利を変更し、撤去し、又は使用不能の状態に置こうとする場合は、消防法

第２１条第３項に基づき、あらかじめ消防長又は所轄消防署長に届け出て了承を得

ること。 

 （４）関係者が変更される場合は、改めて届け出ること。 

所在地 川口市 

名 称  



様式第４号

中高層建築物に関する消防施設等協議書 

   年   月   日

                 川口市消防局 川口市芝下２丁目１番１号 

                        川口市消防長         

                 事業主    住所 

                        氏名             

                        電話 

 このことについて、川口市宅地開発等に関する協議基準要綱に基づき、次の内容を川口

市消防局と事業主との間で両者合意したので協議を締結する。 

１ 建築事業概要 

建築場所 川口市 

名  称  用  途

工事種別  敷地面積           ㎡ 

構  造  建築面積           ㎡ 

階  層    ／  高さ     ｍ 延床面積           ㎡ 

設 計 者
住所              

氏名              電話    

施 工 者
住所              

氏名              電話    

２ 協議内容 

は し ご 車 の

操 作 場 所

ア 敷地内（消防活動空地）   イ 公  道    

ウ 補完措置    エ その他    オ 該当しない 

補完措置内容等

水 利 施 設 ア 消火栓     イ 防火水槽   ウ 該当しない 

緊急離着陸場等 ア 設置する    イ 該当しない 

非常用ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ ア 設置する    イ 該当しない

ホース通過孔 ア 設置する    イ 該当しない



様式第５号

消防活動用空地設置届 

   年   月   日 

（あて先）川口市消防長 

                   事業主    住所 

                          氏名            

                          電話 

 このことについて、川口市宅地開発等に関する協議基準要綱に基づき、消防活動用空地

を次により設置します。 

建築場所 川口市 

名  称  用  途

工事種別  敷地面積           ㎡ 

構  造  建築面積           ㎡ 

階  層    ／  高さ     ｍ 延床面積           ㎡ 

設 計 者
住所              

氏名              電話    

施 工 者
住所              

氏名              電話    

備    考 



様式第６号

緊急離着陸場等設置届 

   年   月   日 

 （あて先）川口市消防長 

                           住所 

                   事業主     氏名          

                           電話 

 このことについて、川口市宅地開発等に関する協議基準要綱に基づき、緊急離着陸場等

を次により設置します。 

住   所 川口市 

名   称  

種   別 屋上緊急離着陸場   ・   屋上緊急救助用スペース 

位   置  

広さ・強度 屋上面積     ㎡（   ｍ×   ｍ） ＭＡＸ    ｔ 

制限表面 

及び障害物 

夜間照明 
着陸区域境界燈      個・障害燈     個 

飛 行 場 燈 台（ 有・無 ）・非常電源連続使用   時間可能 

脱落防止 

施 設 等 

転落防止施設 （ 有・無 ）・待機標識 （ 有・無 ） 

燃料流出対策 （ 有・無 ）・消火設備 （ 有・無 ） 

完成予定    年   月   日 

認識番号 Ｋ － 



様式第７号 

完 成 検 査 申 請 書 

   年   月   日 

 （あて先）川口市消防長 

                           住所 

                   事業主     氏名          

                           電話 

 川口市宅地開発等に関する協議基準要綱に基づき設置した次の消防施設等について、 

完成検査を申請します。 

１ 事業概要 

種  別 
１ 開発行為事前審査申請  ２ 中高層建築物の建築事業 

３ 土地区画整理法第７６条許可申請  ４ 道路位置指定申請 

場  所 川口市 

名  称  

２ 設置した消防施設等 

１ 消防水利 消火栓      基 ・ 防火水槽       基 

２ 消防車両の進入  

３ はしご車の操作場所  

４ 緊急離着陸場 １ 緊急離着陸場   ２ 緊急救助スペース 

５ 非常用エレベーター           基 

６ ホース通過孔            箇所 

※ 該当事項のみ記入すること。 

３ 検査指定日   

     年   月   日 



別図第１ 

          吸管投入孔 

          （転落防止のマンホール、大きさ600㎜で上部黄色ペイント塗装） 

    ＧＬ 

梯子（タラップ） 

（耐食性で堅牢なもの）              水槽本体 

                                   4.5m以内 

                  水位線 

                  （マンホール直下の有効水量部分に記入） 

                  （長さ30cm 幅10cm）   

基礎コンクリート

ためます（吸管投入孔直下） 

          割栗石又は砕石層      （角型一辺60cm以上深さ50cm以上） 

                                 （丸型直径60cm以上深さ50cm以上） 

防火水槽構造図（マンホール式）



別図第２ 

         通気管（100mm・防虫網付き）               採水口（呼称75メネジ式） 

           防虫網 

               点検用マンホール        0.5～1.0m以内 

                                           ＧＬ 

                                           導水管 

                      水位線                （100mm以上） 

  梯子（タラップ）            （マンホール直下の 

  （耐食性で堅牢なもの）          有効水量部分に記入）           水槽本体 

                      （長さ30cm 幅10cm） 

 通気口100mm        4.5ｍ以内 

                  人通口600mm 

基礎コンクリート

通水口200mm              20cm程度 

割栗石又は砕石層          ためます

（角型一辺60cm以上深さ50cm以上） 

                  （丸型直径60cm以上深さ50cm以上）            

防火水槽構造図（導水装置式）
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防火水槽の位置･構造 

１ 消防車両が鉄蓋（マンホール）に容易に接近して、吸水活動ができる位置とすること。 

２ 単体構造又は建築物の地中梁を利用した構造とすること。 

３ (財)日本消防設備安全センターの型式認定を受けた二次製品防火水槽又は同程度の鉄筋コンクリート

造等で消防長の承認を受けたもの。（コンクリート設計基準強度２４０／ ）（鉄筋ＪＩＳＧ３１１２（鉄

筋コンクリート用棒口）鉄筋量直径１３mm以上の異形鉄筋を３０cm以下の中心間隔に配置する。） 

４ 水槽内の容量は、ためます及び吸管投入孔の容積を含まないで算定すること。 

５ 埋め戻しは、ためます等においてはコンクリート等で充填し、周辺部は良質土で締め固めること。 

６ モルタル防水は、施工厚さ２cm程度とすること。 

７ 梯子（タラップ）は、水槽底部に安全に降りられるように設け、腐食防止の措置が完全にされているこ

と。 

８ 防火水槽鉄蓋は、通行車両の重量に耐える構造とし、かつ、転落防止処置をすること。 

導水装置の規格 

１ 導水管の材質は、JISG3452配管用炭素鋼管に適合するもの又はこれと同等以上のもの。 

２ 通気管は、１００mm以上で水位線の上に１箇所以上設け、「防火水槽通気管」と標示し地上突出部に防

虫網を設置すること。 

３ 導水管・通気管の貫通部は、水位線の上とすること。 

４ 給水量は、毎分１，０００リットル以上で連続して給水できること。なお、口径の算定については、摩

擦損失水頭算定書によること。 

５ 採水口は、防火水槽鉄蓋に消防車両が容易に接近して、吸水活動ができない場合に設けるものとする。

６ 採水口は、「呼称７５」とし、受け金具、締め輪等からなり十分な強度を有すること。（採水口の材質は、

JISH5111（青銅鋳物）に適合するもの又はこれと同等以上のものとすること。） 

６ 吸水口は、ためます内に設けた、ためます床面から２０cm程度とすること。 

７ 落差が４.５ｍ以上の場合は、加圧送水装置を取付けること。 

スタンド型             埋込型 

採 水 口

防火水槽の位置･構造及び導水装置の規格
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消防紋章

防火水槽鉄蓋
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１ 標識（単位：mm） 

 川口市に帰属する消防水利の場合 

16                                                              16 

50                                                50 

200    600                                         200    600 

           1800以上                     1800以上 

Ｇ．Ｌ 

            400                        400 

                   12                                                           12 

                              35                                              35 

                             134   400                                       134   400 

※ 色彩は、文字及び縁を白色、地を赤色とする. 

※ 600型は原則として支柱による掲出用とし、400型はそれ以外の掲出とする。 

消防水利標識の設置及び舗装道路への標示



 指定消防水利の場合 

80 

140 

350    600 

1800以上 

              400 

ＧＬ

※ 色彩は、文字及び縁を白色、枠を赤色、地を

青色とし、原則として反射塗料を用いるものと

する。

※ 標示板を図示の取付け方によって取付ける

ことが著しく困難又は不適当であるときは、他

の方法によることができる。



２ 路面標示（単位：mm）  

 消火栓

 防火水槽  消火栓・防火水槽兼用

 消火栓・防火水槽兼用

溶着部（黄色） 



別図第６

車両進行方向

すみきりを必要とする部分

　　　１　幅員４ｍの場合

　　　２　幅員５ｍと４ｍ・５ｍの場合

　　　３　幅員４ｍ・５ｍ・６ｍの場合

4.
0m

4.0m

10.0m

10
.0
m

5.
0m

10
.0
m

4.6m

4.0m 5.0m

4.6m

4.
6m

6.
0m 1.2m

6.0m

1.
2m

2.2m

4.
6m

5.0m 4.0m

10
.0
m

3.2m

道路等すき切図（直角の場合）



 別図第７  消防活動用空地の標識図

 別図第８－１  消防活動用空地の標示図

※ライン幅１５cm 以上で、黄色の溶着ペイントとすること

はしご車専用の

消防活動用空地
ここは、火災などの緊急時に使用しますので、

一般車両の駐車はできません。   ○○○○管理人

（
注

意
）

90cm
60

cm
枠は青色

地は白色

文字は赤色

地は赤色

文字は白色

全

反

射

１２m

6m



 別図第８－２  消防活動用空地の標示図

※ライン幅１５cm 以上で、黄色の溶着ペイントとすること

 別図第８－３  消防活動用空地の標示図        

※ 反射材を使用した高さ２０mm 以下の道路鋲など

を使用し、活動空地を明示すること。 

 凡 例：  道路鋲など            

１２m
6m

１２m

6m

1m

１m



別図第９ 

１ 屋上緊急離着陸場（黄色で着陸帯、Ｈマーク、認識番号、許容重量を表示する。） 

緊急離着陸場等の表示



２ 屋上緊急救助用スペース（黄色で着陸帯、Ｒマーク、認識番号を表示する。） 

認識番号（Ｋ－○○）の大きさは１ｍ角で幅は０．１５ｍとする。  
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    ちょう番 

                        ⊂⊃ 

  ちょう番 

     消防用ホース通過孔 

     ＦＬ                                   

拡大図 

                      150mm程度 

※ １ 大きさは縦 100mm 程度、幅 150ｍ程度とし、取付け位置はちょう番反対側下部

とする。 

  ２ 消防章の貼付等により容易に位置を確認できるものとする。 

ホース通過孔

100mm程度

蛍光性の塗色又は

直径100mmの消防章

を貼付する。 


